
－3級 実技試験（個人資産相談業務・2023.9.10）・解答 1－ 

【2023年９月 実技試験 個人資産相談業務】 

 

【第１問】 

《問１》 ３ 

【国民年金（遺族基礎年金）】 
  

支給要件 

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が

死亡したとき。 

（死亡日の前日において保険料納付済期間が加入期間の３分の２

以上あること。または、死亡日の属する月の前々月までの１年間

に保険料の滞納がないこと。） 

対象者 

死亡した者によって生計を維持されていた 

(1) 子のある配偶者 

(2) 子 

※年金法上の子 

年金額 

（2023年度） 

795,000円＋子の加算 

※子の加算 

第１子・第２子：各228,700円 

第３子以降：各76,20円 
  

遺族基礎年金は、18歳到達年度末日（３月31日）までの子のある配偶者に支給され

る。設例からＡさんの死亡時点において長男Ｃさん（３歳）と二男さんⅮ（０歳）が

いるため、妻Ｂさんには子２人の加算額を含む遺族基礎年金が支給される。 

∴遺族基礎年金の年金額＝795,000円＋228,700円＋228,700円＝1,252,400円 

 

《問２》 ３ 

「遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を

基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の（① ４分の３）に相当する

額になります。ただし、Ａさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が

（② 300月）に満たないため、（② 300月）とみなして年金額が計算されます。 

また、二男Ｄさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Ｂさんの有する遺族基礎年金

の受給権が消滅したときは、妻Ｂさんが（③ 65歳）に達するまでの間、妻Ｂさんに

支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」 
  

＜解説＞ 

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が死亡した場合に、その者によって生計を

維持されている一定の遺族に支給される。遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報

酬比例部分を計算した額の４分の３に相当する。遺族厚生年金の計算上、厚生年金

被保険者期間が300月未満の場合に300月とみなして計算される。 

また、中高齢寡婦加算は、「夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻」、もし

くは「子のある妻の場合、妻が40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給できない期

間」に加算されるものである。二男Ｄさんが18歳到達年度の末日になると遺族基礎

年金の支給が打ち切られるため、53歳の妻Ｂさんが65歳に達するまでの間は中高齢

寡婦加算が遺族厚生年金に加算される。 

解答・解説 
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《問３》 １ 

1) 適切。 

業務外の事由による病気やケガの療養のために労務に服することができずに、連

続して３日間休業して報酬を受けられなかった場合は、４日目以降の休業した日に

ついて傷病手当金が支給される。 

2) 不適切。 

医療費の一部負担金の割合は、原則として、入院・外来を問わず、実際にかかっ

た費用の３割になる。 

一部負担（自己負担）割合 

・75歳以上の者は、１割（現役並み所得者は３割。）。 

・70歳から74歳までの者は、２割（現役並み所得者は３割。）。 

・70歳未満の者は３割。６歳（義務教育就学前）未満の者は２割。 

3) 不適切。 

高額療養費制度は、病院等の窓口で支払う１カ月あたりの自己負担が一定額（自

己負担限度額）を超えた場合に、超過分が払い戻される制度である。ただし、差額

ベッド代や入院時の食事代は含まれず、全額負担になる。 

 

 

【第２問】 

《問４》 ２ 

1) 不適切。 

米ドル建定期預金の満期時の為替レートが、預入時の為替レートに比べて円高・

米ドル安となった場合に円で引き出すと「為替差損」が発生する。円換算の運用利

回りは低下する。 

2) 適切。 

米ドル建定期預金は、金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外で

ある。外貨預金の他に、投資信託、譲渡性預金、金融債（募集債及び保護預り契約

が終了したもの）なども対象外。 

3) 不適切。 

・預入金額 ：10,000米ドル 

・預入期間 ：６カ月⇒0.5年 

・利率（年率）：2.0％⇒4.0％×0.5年 

Ａさんが６か月後に受け取ることができる利息額（税引前）を求める 

10,000米ドル×4.0％×0.5年＝200米ドル 
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《問５》 １ 

・預入金額 ：10,000米ドル 

・預入期間 ：６カ月⇒0.5年 

・利率（年率）：2.0％⇒4.0％×0.5年 

満期時に円貨で受け取った場合における元利金の合計額を求める。 

10,000米ドル×（１＋4.0％×0.5年）＝10,200米ドル 

満期時に米ドルを円に換える際に適用される為替レートは、金融機関が通貨を買う

ときのレートにあたるため、ＴＴＢ（対顧客電信買相場）である。 

∴ １米ドル＝130.00円 

10,200米ドル＝130.00円×10,200＝1,326,000円 

 

《問６》１ 

ⅰ）ＡさんがＸ銀行の米ドル建定期預金に預け入れをした場合、当該預金の利子に係

る利子所得は、所得税および復興特別所得税と住民税を合わせて20.315％の税率に

よる（① 源泉分離課税）の対象となります」  

ⅱ）「外貨預金による運用では、外国為替相場の変動により、為替差損益が生じるこ

とがあります。為替差益は（② 雑所得）として、所得税および復興特別所得税と

住民税の課税対象となります。なお、為替差損による損失の金額は、外貨預金の利

子に係る利子所得の金額と損益通算することが（③ できません）」 
 

＜解説＞ 

所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金の満期による為替差益

は、雑所得として総合課税の対象となる。なお、為替差損による損失の金額は他の

所得との損益通算ができない。 
  

【外貨預金の税金】 

 利息 為替差損益 

為替予約なし 20.315％ 源泉分離課税 雑所得 

為替予約あり 20.315％ 源泉分離課税 
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【第３問】 

《問７》 ２ 

ⅰ）「事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高（① 65）万円を控除す

ることができます。（① 65）万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事

業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した

貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限

内に提出することに加えて、e-Taxによる申告（電子申告）または電子帳簿保存を

行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申

告特別控除額は最高（② 10）万円となります」 

ⅱ）「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青

色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の３年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、

棚卸資産の評価について（③ 低価法）を選択することができることなどが挙げら

れます」 
 

＜解説＞ 

● 青色申告特別控除額55万円の適用要件 

・不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき一定の業務を行う 

・青色申告承認申請書を税務署長に提出して承認される 

・総勘定元帳その他の帳簿を備え付け、複式簿記で記帳、７年間保存 

・貸借対照表と損益計算書などを申告書に添付して期限内申告 

● 青色申告特別控除額65万円の適用要件 

 2020年分以降は、上記に加えて、電子申告等（e-Taxによる申告または電子帳

簿保存）の要件を満たした場合 

● 青色申告の特典 

・青色申告特別控除（10万円・55万円・65万円） 

・青色事業専従者給与の必要経費算入 

・純損失の３年間の繰越控除 

・前年分の所得税の繰戻還付 

・棚卸資産の評価の優遇（低価法を選択できる） 

・減価償却の優遇 
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《問８》 ３ 

1) 不適切。 

一時払個人年金保険や変額個人年金保険で確定年金の場合、契約から５年以内に

解約すると、金融類似商品に該当して、解約返戻金は源泉分離課税の対象になる。

解約返戻金と払込保険料の差額に20.315％の税金がかかり、保険会社はその税金を

差し引いた金額を支払うことになる。しかし、Ａさんは５年以内に解約していない

ため、一時所得になる。 

2) 不適切。 

妻Ｂさんは、Ａさんが営む事業に専ら従事しており青色事業専従者として給与収

入を得ている。青色事業専従者と事業専従者は配偶者控除の適用対象外である。 

3) 適切。 

母Ｄさん（73歳）の2023年中の収入は、公的年金の老齢給付（収入金額は120万

円）のみであるため、年間の合計所得金額が48万円以下。したがって、控除対象扶

養親族になる。70歳以上の同居老親の場合、控除額は58万円である。 
  

【扶養控除の控除額】 

区分 控除額 

一般の控除対象扶養親族（16歳以上） 38万円 

特定扶養親族（19歳以上23歳未満※１） 63万円 

老人扶養親族 

（70歳以上※１） 

同居老親等以外の者 48万円 

同居老親等※２ 58万円 

※１ その年の12月31日現在の年齢 

※２ 納税者本人又は配偶者の父母・祖父母など 

 

《問９》 ２ 

Ａさんの2023年分の所得税における総所得金額 

● 事業所得の金額：580万円（青色申告特別控除後） 

● 一時所得の金額：解約返戻金－一時払保険料－特別控除額50万円（上限） 

＝480万円－400万円－50万円 

＝30万円 

∴総所得金額：事業所得の金額＋一時所得の金額×１/２ 

＝580万円＋30万円×１/２ 

＝595万円 

 

 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word10
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word8
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word10
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word11
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【第４問】 

《問10》 １ 

① 建築物の建築面積の上限は、建蔽率を用いて求める。建蔽率80%の地域で、防火

地域内に耐火建築物を建築する場合は建蔽率の制限はないが、甲土地は建蔽率80％

の地域であっても、準防火地域であるので耐火建築物・準耐火建築物を建築する場

合に建蔽率は10％緩和される。 
  

建蔽率の上限となる建築面積＝敷地面積×建蔽率 

 ＝400㎡×（80％＋10％） 

 ＝360㎡ 
 

② 建築物の延べ面積の上限は、容積率を用いて求める。前面道路の幅員が12ｍ未満

の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか小さい数値を

容積率として敷地面積に乗じて求める。 
  

容積率の上限となる延べ面積＝敷地面積×容積率 

 ＝400㎡×360％※ 

 ＝1,440㎡ 
 

※６ｍ×法定乗数６/10＝36/10 ⇒360％＜400％（指定容積率） 

 ∴360％ 

 

《問11》 ２ 

1) 適切。 

「本特例の適用を受けるためには、相続した家屋について、1981年５月31日以前

に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいな

かったことなどの要件を満たす必要がある。 

● 相続した家屋の要件 

・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していた 

・1981年５月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物 

・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていない 

・相続により土地及び家屋を取得 

2) 不適切。 

「被相続人の居住用財産（空き家）に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を

受けるには、譲渡の対価の額が１億円以下でなければならない。 

● 譲渡する際の要件 

・譲渡価額が１億円以下 

・耐震リフォーム等により譲渡時において耐震基準に適合している家屋、または、

相続人が家屋を取壊すこと など 

3) 適切。 

「本特例の適用を受けるためには、確定申告書にＸ市から交付を受けた被相続人

居住用家屋等確認書を添付する必要がある。 
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《問12》 ３ 

1) 不適切。 

  本肢は等価交換方式の記述である。 

自己建設方式とは、土地の所有者が建築資金の調達、建設工事の発注、建物の管

理・運営までの一切を自ら行う賃貸事業運営方式のことである。なお、自己物件の

賃借に限り、宅地建物取引業の免許は不要である。 

2) 不適切。 

甲土地が貸付事業用宅地等に該当すれば、『小規模宅地等についての相続税の課

税価格の計算の特例』の適用を受けることができる。相続税の課税価格の計算上、

200㎡までの部分について50％減額できる。 
  

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の限度面積と減額割合 

宅地の区分 限度面積 減額割合 

居住用 特定居住用宅地 330㎡ 80％ 

事業用 
特定事業用宅地 

400㎡ 80％ 
特定同族会社事業用宅地 

貸付事業用宅地（貸付用不動産の宅地） 200㎡ 50％ 
  

3) 適切。 

Ａさんの相続における相続税額の計算上、融資を受けて賃貸マンションを建築し

た場合の借入金残高は債務控除の対象となる。 

 

 

【第５問】 

《問13》 １ 

1) 適切。 

公正証書遺言は、証人２人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に

口授し、公証人がこれを筆記して作成する。 

遺言の証人になることができない者は、以下のとおり。なお、弁護士や司法書士

でなくても証人になることができる。 

① 未成年者 

② 推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族 

③ 公証人の配偶者・四親等内の親族並びに書記及び雇人 

2) 不適切。 

自筆証書遺言を作成した者は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請

できる（2020年７月10日施行）。なお、遺言書保管所に保管されている遺言書は、

家庭裁判所の検認が不要となる。 
  

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 

遺言可能年齢 15歳以上 

証人 不要 ２人以上の証人が必要 

家庭裁判所の検認  必要※ 不要 必要 
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※遺言書保管所の保管は不要 

3) 不適切。 

遺言によって遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効になることは

ない。遺留分権利者になることができるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人であり、

配偶者・子・直系尊属である。遺留分権利者は遺留分侵害額の請求等ができる。な

お、直系尊属のみが相続人である場合を除き、遺留分の割合は１/２である。 

 

《問14》 ２ 

【相続税の総額を求める】 

相続税の総額の計算過程においては、実際の遺産の分割割合とは無関係に、相続

人が法定相続分に応じて仮に取得したものとして税額を算出する。 

設例では、法定相続分は、妻Ｂさんが
１

２
、長男Ｃさんが

１

４
、二男Ｄさんが

１

４
となる。 

課税遺産総額（課税価格の合計額－遺産に係る基礎控除額）は、２億1,000万円

である。 
  

● 法定相続人の法定相続分に応じた各取得金額 

・妻Ｂさん ：２億1,000万円×
１

２
＝１億500万円 

・長男Ｃさん：２億1,000万円×
１

４
＝5,250万円 

・二男Ｄさん：２億1,000万円×
１

４
＝5,250万円 

● 法定相続分に応じた取得金額に係る相続税額（速算表で計算） 

・妻Ｂさん ：１億500万円×40％－1,700万円＝2,500万円 

・長男Ｃさん：5,250万円×30％－700万円＝875万円 

・二男Ｄさん：5,250万円×30％－700万円＝875万円 

● 相続税の総額 

2,500万円＋875万円＋875万円＝4,250万円 

 

  



－3級 実技試験（個人資産相談業務・2023.9.10）・解答 9－ 

《問15》 １ 

1) 不適切。 

遺産に係る基礎控除額＝3,000万円＋600万円×法定相続人の数 

＝3,000万円＋600万円×３人 

＝4,800万円 

2) 適切。 
  

【小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例】 

宅地の区分 限度面積 減額割合 

Ａ 居住用 特定居住用宅地 330㎡ 80％ 

Ｂ 事業用 
特定事業用宅地 

400㎡ 80％ 
特定同族会社事業用宅地 

Ｃ 貸付事業用宅地（貸付用不動産の宅地） 200㎡ 50％ 
  

併用する場合、次のような算式により調整した面積が限度となるため、自宅の敷

地と賃貸マンションの敷地については完全併用できない。 

Ａ×200/330＋Ｂ×200/400＋Ｃ≦200㎡ 

ただし、特定居住用宅地等330㎡と特定事業用宅地等400㎡との完全併用（合計

730㎡）は可能である。 

3) 適切。 

孫Ｅさんが遺贈により財産を取得した場合、相続税額の２割加算の対象となる。 

【相続税額の２割加算の対象】 

① 「被相続人の配偶者、父母、子、代襲相続人」ではない人 

（例：被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪など） 

② 孫養子（ただし、代襲相続人ではない) 

 

 


